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札幌市エレクトロニクスセンター駐車場料金改定のお知らせ 

 

平素より、札幌市エレクトロニクスセンターをご利用いただき、誠にありがとうございま

す。また、当財団の取り組みに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

表記の件につきましては、令和 6 年(2024 年)12 月 17 日に、改定（予定）としてお知らせい

たしましたが、駐車場料金設定の根拠となる「札幌市エレクトロニクスセンター条例の一部

を改正する条例」が公布されましたので、同条例の趣旨を踏まえ令和７年(2025 年)4 月 1 日

より、駐車場の利用料金を下記の通り改定させていただきます。 

誠に恐縮ではございますが、予めご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

【改定内容】 

１ 月ぎめ利用料金 

第一駐車場、第二駐車場及び、第四駐車場すべての月ぎめ利用料金を、以下の通り変更致

します。 

令和 7年(2025 年)4 月 1 日からの改定料金 現行 

車両 1台あたり 5,000 円／月 車両 1台あたり 4,000 円／月 

 

２ 時間利用料金 

第一駐車場の時間利用料金を、以下の通り変更致します。 

（第二駐車場及び第四駐車場は月ぎめ利用のみで、時間利用は行っておりません） 

令和 7年(2025 年)4 月 1 日からの改定料金 現行 

車両 1台あたり、最初の 1 時間は 200 円。 

以後、8 時間までは 1 時間毎に 100 円加算。 

8 時間を超えて 24 時間までの利用は 1,000

円。 

車両 1台あたり、最初の 1 時間は 100 円。 

以後、8 時間までは 1 時間毎に 100 円加算。 

8 時間を超えて 24 時間までの利用は 900

円。 

（注）令和7 年(2025 年)3 月 31 日 23 時 59 分以前に時間利用にて駐車した車両で、令和 7 年(2025 年)4

月 1 日以降に駐車場を出庫される場合は、4 月 1 日となった時点で改定料金の取扱いとなります。 

（注）料金改定に伴う設定変更作業と動作確認のために、4 月 1 日午前 9 時 30 分から 1 時間程度、一

時的に駐車場ゲートでの精算ができません。その際、入退場される方は、ゲート近傍に居る係員にその

旨をお申し出ください。 

以上 
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